
私は、下記のとおり求職活動を行っていることを申し立てます。

また、児童入所後3か月以内に就労が開始されなかった場合は、保育の実施を解除されても異議はありません。

・入所後３か月以内に就労が決定しない場合は、保育所を退所になることがあります。

・就労が決まった場合は、就労証明書を提出してください。ただし、１か月の合計勤務時間が48時間未満の

　場合は、「保育を必要とする事由」に該当しません。

・ハローワーク等に登録されている方は、登録証等の添付をお願いします。

求職活動の状況
/　　/

＜備　考＞

/　　/

＜留意事項＞

求職活動の方法（予定）

/　　/

年月日 求職活動の状況・今後の活動計画など

/　　/

/　　/

求職活動を行う方は、当てはまるものにチェックを入れてください。

□ハローワークに登録・相談している。（週　　回程度）

□会社説明会等に参加している。

□広告・インターネット等で探している。

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

求職活動申立書

　宇土市福祉事務所長　様

令和 年 月 日

現在の活動状況

電話番号

児童の状況 □入所中　　□入所申込み中

□現在活動中

□入所後に活動を開始する予定

児童氏名（生年月日）

児童との続柄

求職活動者

住　所


